
議案第 14 号

南島原市教育振興基本計画検討委員会設置要綱の一部を改正する告示につ
し、て

提案理由

北有馬幼稚園について、令和 2年 3月 31 日をもって廃止し、令和 2年 4月 1 日か
ら認定こども園へ移行するため、所要の改正を行うもの。

令和 2年 3月 2 6 日提出

南島原市教育委員会
教育長 永田 良二



南島原市教育振興基婦十画検討委員会設擢ま要綱の一部を改正する告示

南島原市教育振興基本計画検討委員会設置要綱 (平成25年南島原市教育委員会告示第6

号) の一部を次のように改正する。

第3条第 2項第 3号中「幼稚園」を「認定こども園」に改める。

附 則

この告示は、令和 2年 4月 1日から施行する。
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南島原市教育振興基本計画検討委員会設置要綱の一部を改正する告示 新旧対照表

新 旧

(糸噺紛

第3条 (略)

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1)‐(2) (略)

(3) 認定こども園陵雛系者

(4)・(5)( 略)

3 (略)

(糸噺爾

第3条 (略)

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1)・(2)( 略)

(3) 幼稚園関係者

(4) ‐(5) (略)

3 (略)
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0南島原市教育振興基婦十画検討委員会設躍ま要綱
平成25年 3月26日教育委員会告示第6号

南島原市教育振興基煽十画検討委員会設鑓!要綱
電飾団

第 1条 南島原市教育振興基福十画 (以下「基暢十画」という。)の策定に資するため、南島
原市教育振興基婦十画検討委員会 (以下「検討委員会」という。)を設鑓ける。
筋掌事務)

第2条 検討委員会は、基婦十画の内容について検討及び協議する。
　　　

第3条 検討委員会は、委員14人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 小・中学粥呆護者代表
(3) 認定こども園関雛系者
(4) 保育所護駆系者
(5) 小・中学校関雛系者

3 委員のf翠期は、基掃十画が策定されるまでとする。
(会長及び副会長)

第4条 検討委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び劉会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総連!し、検討委員会を代表する。
4 副会長は、会長をネ献左し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その耶畿務を
代理する。
(会議)

第5条 検討委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 検討委員会は、委員の…判掌拠以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところ
による。

4 会長が必要と認めたときは、検討委員会に委員以外の者を出席させ、意見又は説明を聴く
ことができる。

　　　　　
第6条 検討委員会の庶務ま、教育委員会教育総湧窺深において処理する。

(ネ額-J)
第 7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則
この告示は、平成25年 4月 1日から施行する。
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議案第 15 号

南島原市就学援助事務取扱要綱の一部を改正する告示について

提案理由

就学援助の対象者について、要保護に準ずる程度に困窮していると認められる者に
ついて、所要の改正を行うもの。

令和 2年 3月 2 6日提出

南島原市教育委員会
教育長 永田 良二



南島原市就学援助事務取扱要綱の÷部を改正する告示

南島原市就学援助事務取扱要綱 (平成30年南島原市教育委員会告示第4号)の一部を次の

ように改正する。

第2条第2号イ (イ)を次のように改める。

(イ) 経済的に困窮している者であって、その世帯の収入が教育委員会が定めた基

準額以下であるもの

第2条第2号イに次のように加える。

(ウ) 災害、その他特別の理由により経済的に困窮していると教育委員会が認める

者

附 則

この告示は、令和 2年 4月 1日から施行する。
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南島原市就学援助事務取扱要綱の一部を改正する告示 新旧対照表
新 旧

(就学援助の対象者)
第2条 就学援助の支給対象となる者は、児童生徒又磯就学予定者の保護諸で、次の各
号のいずれかに該当するものとする。
(1)( 略)
(2) 次のいずれかに該当する者 (以下 雌要保護者」という。)
ア (略)
イ ア以外の者で次のいずれかに該当し、要保護渚に準ずる程度に困窮していると
認められる者
(ア) (略)
(イ) 経済的に困窮している者であって、その世帯の収入が教育委員会が定め
た〕真臣準額以下であるもの

(ウ) 災害、その他特別の理由むこより経済的に困窮していると教育委員会が認

(就学援助の対象者)
第 2条 就学援助の支給対象となる者は、児童生徒又キ力就学予定者の保護者で、次の各
号のいずれかに該当するものとする。
(1)( 略)
(2) 次のいずれかに該当する者 (以下「準要保護者」という。)
ア (略)
イ ア以外の者で次のいずれかに該当し、要保護渚に準ずる程度に困窮していると
認められる者
(ア) (略)
(イ) その他生活状態が悪いと認められる者
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○南島原市就学援助事務取扱要綱
平成30年10月30日教育委員会告示第4号

南島原市就学援助事務取扱要綱
南島原市要保護及び準要保護児童生徒等就学援助費支給要綱 (平成18年南島原市教育委員会

告示第3号)の全部を改正する。
(目的)

第1条 この告示は、学校教育法 (昭和22年≧獅律第26号。以下「法」という。)第19条の規定
に基づき、経済的な理由によって就学困難な児童生徒 (法第18条に規定する学齢児童又は学
齢生徒で南島原市立小中学校に在学し、南島原市に住所を有するものをいう。以下同じ。)
又磯就学予定者 (南島原市立小中学校の就学予定者で南島原市に住所を有するものをいう。
以下同じ。)の保護者 (法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し、必要な援
助 (以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施を図ることを目
的とする。
億比学援助の対象者)

第2条 就学援助の支給対象となる者は、児童生徒又職就学予定者の保護者で、次の各号のい
ずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法 (昭和25全日癌律第144号)第 6条第 2項の規定による要保護者 (以下「要
保護者」という。)
(2) 次のいずれかに該当する者 (以下 雌…要保護者」という。)
ア 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者

(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
(イ) 児童扶養手当法 (昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当
の支給
(ウ) 国民年金法 (昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年
金の掛金の減免
(エ) 長崎県税条例 (昭和47年長崎県条例第7号)第23条の2の規定に基づく個人の
事業税の減免
(オ) 南島原市税条例 (平成18年南島原市条例第43号)第24条の規定に基づく市民税
のヲ鋸課税又は同条例第51条の規定に基づく市民税の減免
(力) 南島原縞兇条例第71条の規定に基づく固定資産税の減免
(キ) 南島原市国民健康保険税条、例 (平成18年南島原市条例第舞号)第25条の規定に
基づく国民健剥康保険税の減免
(ク) 生活ネ副止資金による貸付け

イ ア以外の者で次のいずれかに該当し、要保護者に準ずる程度に困窮していると認めら
れる者
(ア) 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又キ湖競業安定所登臨走日雇労働者
(イ) 経済的に困窮している者であって、その世帯の収入が教育委員会が定めた基準
額以下であるもの
(ウ) 災害、その他特別の理由により経済的に困窮していると教育委員会が認める者

(就学援助の費目)
第 3条 就学援助は、次の各号に掲げる費目を対象とする。

(1) 新入学児童生徒学用品費
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(2) 学用品費
(3) 通学用品費
(4)杉交外活動費
(5) 修学旅行費
(6) 学コB癖給食費
(7) 医療費 (執E刺激陸安全法 (昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づき、学校刺激陸安
全法施行令 (昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病)
(8) 通学費

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法第13条の規定により教育扶助を受けている保護者に
対しては、当該教育扶助を受けている部分に相当する就学援助は、行わない。
(就学援助の申請)

第4条 就学援助を受けようとする保護者は、南島原市教育委員会 (以下「教育委員会」とい
う。)が別に定める申請書に必要な書類を添えて、児童生徒が在学する学校又る期就学予定者
が入学する予定の学校の校長 (以下「校長」という。) を経由して、教育委員会へ提出しな
ければならない。
(就学援助の認定)

第 5条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容について審査し、就
学援助認定の可否を決定し、その結果を校長及び保護者に通知するものとする。
2 前項の場合において、教育委員会は、必要に応じ、校長、民生委員及塀猷止事務所の長の
意見を求めることができる。
6己給方法及び時期)

第6条 教育委員会は、前条第 1項の規定による認定を受けた者 (以下「受給者」という。)
に第3条に規定{する就学援助の費用 (以下「就学援助費」という。)を支給する。

2 就学援助費は、原則としてロ座墜振込により、教育委員会が直面蘭呆護者に対して二支給する。
ただし、学宅朔給食費は校長に、医療費は医療機関に対して支払う。
3 就学援助費の支給時期については、教育長が別に定める。

(申請内容の変更)
第7条 受給者は、就学援助を必要としなくなったとき又は申請内容に変更があったときは、
速やかに校長を経由して教育委員会に報告しなければならない。
(年度途中の認定及び支給額印

第8条 教育委員会は、転学、災害等により、年度の途中において就学援助費の支給を受けよ
うとする保護者については、第 4条及び第 5条の規定に準じて、その都度速やかに認定し、
就学援助費を;支給しなければならない。
2 就学援助費は、申請のあった日の属する月 (以下この項において「申請月」という。) の
翌男から:支給する。ただし、申請のあった日が申請月の初日である場合は、その月から支給
する。

信認定の取消し)
第9条 教育委員会は、要保護者及び準要保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、認
定を取り消し、校長及び保護者に通知するものとする。
(1) 要保護及びN準要保護児童生徒が転出又は死亡したとき。
(2) 就学予定者が南島原市立小中学校に入学しなかったとき。
(3) 第2条各号の規定に該当しなくなったとき。
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2 認定を取り消した場合の就学援助費の支給は、当該事由が発生した日の属する月の末日ま
でとする。ただし、当該事由が発生した日が月の初日の場合は、前月の末日までと÷する。

(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

附 則
この告示は、平成30年11月 1日から施行する。
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議案第 16 号

南島原市立幼稚園等副食費助成事業補助金交付要綱を廃止する告示につい
て

提案理由

南島原市立北有馬幼稚園を令和 2年 3月 31 日をもって廃止するため、要綱を廃止
するもの。

令和 2年 3月 2 6日提出

南島原市教育委員会
教育長 永田 良二



南島原市立幼稚園等副食費助成事業補助金交付要綱を廃止する告示

南島原市立幼稚園等副食費助成事業補助金交付要綱 (令和元年南島原市告示第52号)は、

廃止する。

附 則
この告示は、令和 2年 4月 1日から施行する。
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南島原市立幼稚園等副食費助成事業補助金交付要綱
G趣旨)

第 1条 市は、南島原市立幼稚園又;綿肺り度末移行幼稚園 (以下「幼稚園等」という。)を利
用する児童の給食の副食に係る費用 (以下「冨‘喰費」という。)を補助することにより、保
護者の経済的負担を軽減することを目的に、幼稚園等に入園する児童の保護者に対し、予算
の定めるところにより、南島原市立幼稚園等副食費助成事業補助金 (以下「補助金」とい
う。)を交付するものとし、その交付については、南島原市補助金等交付規則 (平成18年南
島原市規則第35号。以下 男頭リ」という。) に定めるもののほか、この告示の定めるところ
による。

(定勃
第 2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新制度未移努テ幼稚園 子ども・子育て支援法 (平成24全戸だ癌律第65号。以下「法」とい
う。)第 7条第10項第2号に規定する幼稚園をいう。

(2) 児童 南島原市の区域内に住所を有する者であって、法第19条第 1項第 1号に掲げる
教育・保育糸針寸認定子どもに該当する小学擁蛎比≠学前子ども又は法第30条の4第 1号に掲げ
る施鱈奴贈等利用給付認定子どもに該当する小学痴砺虎学前子どもをいう。

(3) 保護者 親権者、未成年後見人その他当該児童を養育している者をいう。
(4) 申請者 幼稚園等に入園する児童の保護者をいう。
(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象者は、前条第4号に定める申請者とする。
(補助金の対象となる経費及び補助金の額)

第4条 補助金の対象となる経費は、特定教育・保育施萄段及び特定±櫛成型保育事業並びに特定
子ども・子育て支援施嬬双臓等の運営に関する基準 (平成26年内閣府令第39号)第13条第4項に
規定する費用のうち、幼稚園等を利用する児童 (小学校第3学年修了前子どもがいる場合に
おける小学痴娩藷学前子どものうち、最年長者及び2番目の年長者である児童をいう。)の保
護者及びその者と同一の世帯に属する者についての市町村E薪現所得繕1i合算額が77,101円以上
である者に対する副食のま是は共に要する費用とする。

2 補助金の額は、児童 1人当たり月額2,460円を上限とし、その計算方法は、給食費に10分
の 6を乗じた額とする。
(交付の申請)

第5条 申請者は、南島原市立幼稚園等副食費助成事業補助金交付申請書 (様式第1号。以下
「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、補助金の申請から受領までの権限を、南島原市学瀦給食会北有馬給食センター
に委任することができる。
(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金
の交付の可否について決定し、南島原市立幼稚園等副食費助成事業補助金交付・却下決
定通知書 (様式第 2号)により申請者に通知するものとする。
(手続の特例)

第 7条 規則第21条の規定により、規則第13条の規定による実績報告及び規則第14条の規
定による補助金の額の確定通知は、省略するものとする。
(委任)
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第 8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この告示は、令和元年11月 5日から施行し、令和元年10月以後の自分の補助金から適用する。
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議案第 17 号

南島原市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱を廃止する告示について

提案理由

令和元年 10 月 1日からの幼早教育の無償化の実施に伴い、要綱を廃止するもの。

令和 2年 3月 2 6日提出

南島原市教育委員会
教育長 永田 良二



南島原市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱を廃止する告示

南島原市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱 (平成18年南島原市教育委員会告示第4

号) は、廃止する。

附 則
この告示は、令和 2年 4月 1日から施行する。

-1-



0南島原赫去立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成18年 3月31日教育委員会告示第4号

平成18年 6月23日教委告示第8号
平成19年 5月22日教育委員会告示第2号
平成30年 8月30日教育委員会告示第 3号

南島原赫去立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
G趣旨)

第 1条 この告示は、私立幼稚園の設擢堵が保育料等減免をする場合に、南島原市が行う私立
幼稚園就園奨励費補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象及び補助額D

第2条 補助の対象及び補助額は、幼稚園就園奨励費補助金交付要綱 (平成10年 6月17日文書B
大臣裁定)が定める補助の対象及び補助額とする。
(補助の申請)

第3条 補助を受けようとする私立幼稚園の設擢渚は、幼稚園就園奨励費補助金 (変更)交付
申請書 (様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、南島原市教育委員会 (以下「教育委員
会」という。) が指定する日までに提出しなければならない。
(1) 幼稚園就園奨励費補助金に係る事業計画書 (様式第2号)
(2) 保育料等減免措置に関する調書 (様式第3号)
(3) 徴収している保育料等の額を明らかにする書類 (園則など)

2 前項第 2号の調書には、市民税の課税 (ヲ掃課希兇 証明書又は市民税の糸嚇麺知書 (写し)
を字対寸するものとする。ただし、生活保言数去 (昭和25年法律第144号)の規定による保護を
受けている世帯にあっては、福祉事務所長の証明書によって代えることができるものとする。
(補助金交付の通知)

第4条 教育委員会は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、補助金の交付をするか否か
を決定し私立幼稚園の設躍渚に通知するものとする。
(減免措置の報告)

第5条 交付の決定を受けた私立幼稚園の設鑓堵は、減免措置の方法を12月31日までに教育委
員会に報告するものとする。
儒州纏戴侵告書の提出)

第 6条 私立幼稚園の設擢緒は、減免措置を完了した後15日以内又は3月20日までのいずれか
早い日までに幼稚園就園奨励費補助金に係る実絹費報告書 (様式第4号)を教育委員会に提出
するものとする。
(言旧拠書変動

第7条 補助金の交付を受ける私立幼稚園の設姻堵は、入園料及び保育料の減免をしたことを
明らかにした保育料等減免確鶴認書 (様式第 5号)を備えておかなければならない。
(言脳拠書類の提出)

第8条 教育委員会は、補助金の交付の事務処理上必要と認められるときは、前条の書類の提
出を求めることができる。

附 則
碗た行期日)

1 この告示は、平成18年 3月31日から施行する。
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(経基過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の平成15年度深江晒去立幼稚園就園奨励費補助
金交付要綱 (平成15年深江町要綱第1号)又は有家町私立幼稚園就園奨励費補助金交付拠則
(昭和49年有家町縄則第 1号)の規定によりなされた処膿分、手続その他の行為は、それぞれ

この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則 (平成18年 6月23日教委告示第8号)

この告示は、平成18年 6月23日から施行し、平成18年 4月 1日から適用する。

附 則 (平成19年 5月22日教委告示第2号)
この告示は、平成19年 5月22日から施行し、平成19年 4月 1日から適用する。

附 則 (平成30年 8月30日教育委員会告示第3号)
この告示は、平成30年 9月 1日から施行する。

様式第 1号悌納3条関雛系)
年 月 日

南島原市長 様

幼稚園長 副

年度幼稚園款園奨励費補助金 (変更)交付申請者

年度幼稚園就園奨励費補助金を ( 年 月 日付け第 号による交付申請

額を変更して〕下記のとおり交付されるよう、南島原市私立幼稚園就園奨肋費補助金交付

要綱第3条の規定に基づき、関係資料を添えて申請します ,

補助金交付申請額 円

変

更

既 申 請 額 円

糟 (A滋)額 円
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機器式第 2号係納3条関係)

年度幼稚園軌間 動かZ『相即」仝に係る事業浦山LIF

単位 ;111

保存料鯵減免措置階層
区分

ノ＼

補 助 対 象 金 額
日
人 員

C
Jへ× H

備 考‐

生活像,稔法 1“:JiF・市町

村‘民粥Jおi慰も税世帯;

第 1 ず‐

第 2 r‐

'塘 31 ′‐以 降

▲ ▲“ 「鼎 鵬 」

ラーキti :~ 錨

市町村民税 PitPLI判

非 潔 ,悦 世 帯;

第 1 8・

嬉 2 ず・

塙 3 r以降
二

ー rー ‐ ‐ーーーー、L 1

ー J

尚 :~ 希う賞

・li町村民税・野手でおりdJキミ子~.

・客員 77,1()(“リ以 1、

r・“世帯

iテラ 1 デー

館 ど 『‐

第 ;"′以降

・ ー

濯j :1 戯

市町村民悦所得′,むり‘!芽ミf覚

れi 2ー1,ど(mlー」iスト

の 1E1一昔

第 1 1・

第 2 ず-

第 3ーr以降
・‐ ー ------‐ーー- - - ----→-.- .- - - ---- ・

満 :~ 淡

,!テー

参考

年 」1 11

匡司りこ誓きみ文 ハ

ず‘長音・料等減免「置対坐ー‘司り,デキ; B

備 考・
′1これ“楊′空手Jミ
世 帯 .・-」-"ー1‘

村‐いこ税非謂
梶川31日二

市=ー「

所得
,f妃量目二

へrl~こ悦,

切非討尋t
予壬;

市町村民税
所得.親子安色容疑
77,loo 円 以、
ドリ1瞬杵

-1「町村‐氏税
四百{;;課税.皆目
2ー1,鰍1011i
Lメド,“…弱ルニ

3 啄畿児
.4 歳 1界.

; -』妄りこ
ー ー・

: ‐

‐

--:-

‐ ーー‐ー 11 「 ‐ --

尚 ;;輪妄りこ
ー-.---------- - -- ‘‘ 「ー---- --ーー

計
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様式第3号 (第3条関雛系)
保育料等減免措置に融号する訓:書

年 月 日作成

在園動じ元じの氏名

男 十女

年 月 日生滴 歳 月

在園幼稚園名

幼児の屈する世帯の状況 ( 月 日現在)

氏 名 生年月日 (満年齢) 性別 線柄
市町村民税課税額

均等割額 所得害噌頁

( 歳)

円 円

柱園児の保護者の
現住所、氏名

現住所 氏 名 ◎

こ ii o

幼稚 園長 ◎
又は設置者

南島原市長 様

※幼児の属する世帯の状況欄には、幼児と生計を共にする者について記入のこと。
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様式第4号悌納 6条陵雛系)
年. ii =

-村島」〆圃ほと 康

土J川瀬村長 副

年度幼稚回申≧上岡:!′1′,なか{芋補助金±,ニ係る実績報告書

南島原中程81幼稚綿1軌間奨励費補助金交付要綱第 G集め規定:こ基づき、関係資料を′流

賓三( ド,…卿 Jと才i}」寿言責報告 ,ー:こを提出 L圭三[

保育料茅減免

措置階層ドニ分

補 助 対 象
金 額.!

ハド]

善行i・リ」上り・

守り .、員

" ノ.＼

′＼ ><“

(二

補助金
交 付
決定額

1)

(-と 1川 )

〆フ‘ン低い

ノノの 額

小さ携馨ri

l▼.;

.′;請お‐T謝野上÷11!:
"{;‐市L!1--村民
醒J離昇戸岬1一日;

第 1 1′‐

;了 Z f
第 3 れ ;ノ,・き誓お

尚 ま だ一定
【

r
r, r m 一 「 f中.・‐・m』

,

. 『 【

市町村民税所
fTおか署非,モリをfヰ“=:
I1i}

第 1 」-
11 .. ''

# ‘ノ
ー
"・

『F~ 丁‐以降・

尚 3 歳

市町村民餅所
デリヨ1‘-1.洩f容色額
77,IQ(“リ以 ド

ー“世帯

;れ 1 」′‐
" "“"【ーー " ・ ▼ ▼

,「f 2 ′・

;;rF:~]r・以 締

・白鷺5 1 栽

ID-町三十,1-民イー納所
停 ,卿-!県税額1
21ー,2(ID円 1〆
f'〃 )1ほ棉,

ify l r
m‐

第 2 i′‐
'

‐

..

"

・

坪F;~ /・以野球
冊 『 M【 「 "“

i尚 j --と

計
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様式第 5号悌栴 7条陵駆系)

保育料等減免確認書

保護者住所

氏名 ◎

幼児 ( )に係る入園料,保育料について ( ) 円の減免を受けたこ

とを確認します ,

年 月 日

幼稚園長 様
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議案第 18 号

南島原市教育委員会事務決裁規程の制定について

提案理由

南島原市教育委員会教育長の権限に属する事務の決裁については、南島原市教育委
員会事務局組織規則 (平成18年南島原市教育委員会規則第4号)第 7条の「教育委員
会の事務処理並びに職員の服務、勤務期間、休暇等、分限及び懲戒等については、別
に定めるもののほか、市長部局の例による。」の規定に基づき、南島原市事務決裁規
程 (平成18年南島原市訓令第 3号) の規定を準用し、専決等の事務処理を行っている
が、この場合の読み替え規定が無く、また、教育委員会の固有の事務について決裁権
者等に疑義が生じることがあるため、新たに制定するもの。

令和 2年 3月 2 6日提出

南島原市教育委員会
教育長 永田 良二



南島原市教育委員会事務決裁規程
(目的)

第 1条 この訓令は、南島原市教育委員会教育長 (以下「教育長」という。) の権限に属する次の
事務 (南島原市教育長の権限に属する事務の委任等に関する規程 (平成21年南島原市教育委員会
訓令第1号) に基づき、小学校及び中学校の校長に委任された事項並びに校長及び学校支援共同実
施室長の専決事項とされたものを除く。) の決裁について必要な事項を定め、事務執行における
権限と責任の所在を明確にし、もって事務の合理的かつ能率的な処理を図ることを目的とする。
(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和31年法律第162号)第21条の教育委員会の
職務権限について、南島原市教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理さ
せる規則 (平成18年南島原市教育委員会規則第 6号)第 2条の規定に基づき教育長に委任され
た事務

(2) 南島原市教育委員会に対する事務委任規則 (平成18年南島原市規則第53号) に基づき南島
原市教育委員会 (以下「教育委員会」という。) に委任された事務について、南島原市教育委
員会の権限事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理させる規則第 2条の規定に基づき教育
長に委任された事務
(定義)

第 2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長又は専決者 (以下「決裁権者」という。) が、その権限に属する事務につい

て、その意思を決定すること。

(2) 専決 教育長の権限に属する事務について、この訓令に定める者が決裁すること。

(3) 専決者 専決する権限を与えられた職員
(4) 代決 決裁権者が不在である場合に、この訓令に定める者が代わって決裁すること。

(5) 代決者 代決する権限を与えられた職員
(6) 教育次長 南島原市教育委員会事務局組織規則 (平成18年南島原市教育委員会規則第4号。
以下「事務局組織規則」という。) に規定する教育次長

(7) 理事 事務局組織規則第 6条第 2項において準用する南島原市行政組織規則 (平成18年南
島原市規則第 3号) に規定する理事

(8) 課長等 事務局組織規則に規定する課長及び室長
(9) 班長 事務局組織規則に規定する班をとりまとめ、所属職員を指揮監督する者
(10) 課等 事務局組織規則に規定する課及び室
(11) 合議 起案の内容が他の課等の所管範囲にわたる場合又は他の課等の所管事項に関連する
場合に意思の統一を図るために、その関係の課等の承認を受けるよう起案文書を回付すること。

(事案決裁の原則)
第 3条 事案の決裁は、当該決裁の結果の重大性に応じ、決裁権者が行うものとする。

(決裁の効力)
第 4条 この訓令に基づいてなされた専決及び代決は、教育長の決裁と同一の効力を有するものと

す る。

(決裁の順序)
第 5条 決裁は、原則として、順次その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する直属の上司の

意思決定を経るものとする。
2 前項の場合において、次条に規定する事案で指定されているものにあっては、その指定先に合

議 しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、他の課等に関連のある事案であると認めたときは、当該課等に合

議又は供覧しなければならない。
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(決裁事項)
第 6条 教育長の決裁事項及び教育次長以下の職員の専決事項は、別表第 1のとおりとする。
2 前項に規定するもののほか、教育長の決裁事項及び教育次長以下の職員の専決事項 (南島原市
長の権限に属する事務の補助執行に関する規則 (平成 18年南島原市規則第153号)第 2条の規定に
基づき教育長及び教育委員会事務局の職員が補助執行する事務の処理について、同規則第 5条に
おいて南島原市事務決裁規程 (平成18年南島原市訓令第 3号) の規定を準用する場合を除く。)
は、南島原市事務決裁規程第 6条の規定を準用する。この場合において、同条及び別表第 1決裁
権者欄中「市長」及び「副市長」とあるのは「教育長」と、「部長」とあるのは「教育次長」と
読み替えるものとする。

(専決できない事項)
第 7条 重要な事項及び異例又は疑義のある事項については、専決することができない。
2 前項に規定する重要な事項は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 教育委員会の招集及び議案の決定
(2) 訴訟、調停、不服申立て、和解、あっせん及び仲裁

(3) 重要な寄附の受納
(4) 重要な許可、認可等の処分
(5) 重要な表彰の被表彰者の推薦
(6) 重要な申請、照会、報告及び通知
(7) 重要な陳情等の処理
(8) 他の行政機関との重要な協議

3 前 2項の規定にかかわらず、その処理についてあらかじめ教育長の指示を受けたものについて
は、教育次長までの決裁により当該事項を処理することができる。この場合において、教育次長

は、当該処理をした内容について速やかに教育長に報告しなければならない。
(代決の範囲)

第 8条 代決は、決裁権者が出張、病気等により決裁することができない場合に、あらかじめ指示
を受けた事項を処理しなければならないとき及び緊急に処理しなければならない事態が生じたと
きに限るものとする。

(代決者)
第 9条 教育長の決裁を受けるべき事項及び教育次長以下の職員の専決事項の代決者は、別表第2

のとおりとする。

(代決後の手続)
第10条 代決をした事務については、施行後速やかに関係上司に報告し、又は関係文書を関係上司
の閲覧に供さなければならない。
(専決者及び代決者が不在の場合の決裁)

第11条 専決者及び代決者がともに不在の場合において、事務処理上緊急やむを得ないときは、当
該専決者の直近上位の職にある者が決裁をすることができる。
(非常災害時等の事務処理)

第12条 教育長は、非常災害時等緊急の必要があると認めるときは、この訓令の規定にかかわらず、
別に指示することがある。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、教育長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項は、教
育長が別に定める。

附 則
この訓令は、令和 2年 4月 1 日から施行する。
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別表第 1( 第 6条関係)
1 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条の教育委員会の職務権限について、教育長に

委任された事務

蓉 項目名
決裁権者 指定

合議先 通知先
課長等 教育次

長 教育長

1 教育委員会の所管に属する学校その他の
教育機関 (地方教育行政の組織及び運営に
関する法律第30条に規定する学校その他
の教育機関をいう。以下「学校その他の教
育機関」という。) の管理に関すること。
(1) 学校その他の教育機関の管理運営
の基本的事項に関する規則を定める場
合に、新たに予算を伴うこととなるもの
についての市長との協議に関すること。

軽微な
もの

重要な
もの

特に重
要なも

の

(2) 学校運営協議会を置く学校の指定
に関すること。

○

(3) 学校支援共同実施室の組織及び運
営に関すること。

軽微な
もの

重要な
もの

特に重
要なも

の
(4) 学校の休業日に関すること。 ○

(5) その他学校その他の教育機関の管
理に関すること。

軽微な
もの

重要な
もの

特に重
要なも

の
2 教育委員会の所管に属する学校その他の

教育機関の用に供する財産 (以下「教育財
産」という。 ) の管理に関すること。
(1) 教育財産の取得についての市長へ
の申出に関すること。

軽微な
もの

重要な
もの

特に重
要なも

の
(2) 教育財産の保存、利用及び改良の方
針に関すること。

○

(3) 教育財産の使用許可に関すること。 ○

(4) その他教育財産の管理に関するこ
と。

軽微な
もの

重要な
もの

特に重
要なも
の

3 教育委員会及び教育委員会の所管に属す
る学校その他の教育機関の職員の任免そ
の他の人事に関すること。
(1) 教育委員会の所管に属する各種委
員 (附属機関等の委員を除く。)の任命
又は委嘱に関すること。

○

(2) 県費負担教職員の任免その他の進
退 (県費負担教職員の懲戒並びに小学校
長及び中学校長の任免その他の進退に
ついての内申を除く。) の内申に関する
こ と。

○

(3) 県費負担教職員の服務の監督に関
す ること。

○

(4) 県費負担教職員の人事評価に関す
る こ と。

○

(5) 学校に勤務させる非常勤の講師の ○
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派遣に関すること。

(6) 学校に派遣された非常勤の講師の
服務の監督に関すること。

○

(7) 学校支援共同実施室の室長及び副
室長の任命に関すること。

○

(8) 小学校及び中学校に置く教務主任、
保健主事、学年主任、研究主任及び司書
教諭の任命に関すること。

○

(9) 小学校に置く生活指導主任の任命
に関すること。

○

(10) 中学校に置く生徒指導主事及び進
路指導主事の任命に関すること。

○

(11) 分校に置く分校主任の任命に関す
る こ と。

○

(12) 会計年度任用職員 (外国語指導助手
及び英語指導助手を含む。) の人事に関
す ること。

ア 任用に関すること。 ○ 人事課長
教育総

務課長
イ 配属に関すること。 ○

ウ 勤務条件に関すること。 軽微な
もの

重要な
もの

特に重
要なも
の

エ 服務に関すること。 軽微な
もの

重要な
もの

特に重
要なも
の

オ 人事評価に関すること。 ○

(13) 校長の休暇の承認及び出張の命令
に関すること。

○

(14) 教育委員会及び学校その他の教育
機関の職員の人事に関すること。

軽微な
もの

重要な
もの

特に重
要なも
の

4 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒
及び児童の入学、転学及び退学 (学齢児童
生徒の就学すべき学校の区域の設定又は
変更を除く。 ) に関すること。
(1) 学齢生徒及び学齢児童の出席停止
に関すること。

○

(2) その他学齢生徒及び学齢児童の就
学並びに生徒及び児童の入学、転学及び
退学に関すること。

軽微な
もの

重要な
もの

特に重
要なも
の

5 教育委員会の所管に属する学校の組織編
制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職
業指導に関すること。

軽微な
もの

重要な
もの

特に重
要なも
の

6 教科書その他の教材の取扱い (教科用図書
の採択に関する基本方針の定めを除く。)
に関すること。
(1) 教科書以外の教材に関すること。 軽微な

もの
重要な
もの

特に重
要なも
の

7 校舎その他の施設及び教具その他の設備
の整備 (学校その他の教育機関の敷地の選
定及び変更を除く。 ) に関すること。
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(1) 校舎その他の施設及び教具その他
の設備の基本的な整備計画に関するこ
と。

○

(2) その他施設設備の整備に関するこ
と。

軽微な
もの

重要な
もの

特に重
要なも
の

8 校長、教員その他の教育関係職員の研修に
関すること。

軽微な
もの

重要な
もの

特に重
要なも

の
9 校長、教員その他の教育関係職員並びに生

徒及び児童の保健、安全、厚生及び福利に
関すること。
(1) 健康診断その他学校における保健
に関し、長崎県知事に協力を求めるこ
と。

軽微な
もの

重要な
もの

特に重
要なも

の
(2) 生徒及び児童の事故等に関するこ

と。

軽微な
もの

重要な
もの

特に重
要なも
の

(3) その他教育関係職員並びに生徒及
び児童の保健、安全、厚生及び福利に関
す ること。

軽微な
もの

重要な
もの

特に重
要なも
の

10 教育委員会の所管に属する学校その他の
教育機関の環境衛生に関すること。

軽微な
もの

重要な
もの

特に重
要なも

の
11 学校給食に関すること。 軽微な

もの
重要な
もの

特に重
要なも
の

12 青少年教育、女性教育及び公民館の事業そ
の他社会教育に関すること。
(1) 青少年教育、女性教育及び公民館の
事業の基本となる計画に関すること。

○

(2) 各種事業、講座等の推進に関するこ
と。

ア 基本的な方針に関すること。 ○

イ 実施計画及び要領に関すること。 軽微な
もの

重要な
もの

特に重
要なも
の

ウ 講師に関すること。 軽微な
もの

重要な
もの

特に重
要なも
の

(3) その他社会教育に関すること。 軽微な
もの

重要な
もの

特に重
要なも

の
13 スポーツに関す ること。

(1) スポーツの基本 となる計画に関す
る こ と。

○

(2) 各種事業、講座等の推進に関するこ
と。

ア 基本的な方針に関すること。 ○

イ 実施計画及び要領に関すること。 軽微な
もの

重要な
もの

特に重
要なも
の

ウ 講師に関すること。 軽微な
もの

重要な
もの

特に重
要なも
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の

(3) その他スポーツに関すること。 軽微な
もの

重要な
もの

特に重
要なも

の
14 文化財の保護 (市文化財の指定又は指定の

解除を除く。 ) に関すること。
(1) 文化財の保護の基本となる計画に
関すること。

○

(2) 埋蔵文化財の発掘及び保管に関す
る こ と。

ア 基本的な方針に関すること。 ○

イ 実施計画及び要領に関すること。 軽微な
もの

重も要のな 特に重
要なも

の
(3) 文化財の調査研究に関すること。

ア 基本的な方針に関すること。 ○

イ 実施計画及び要領に関すること。 軽微な
もの

重要な
もの

特に重
要なも
の

(4) 文化財の活用に関すること。

ア 基本的な方針に関すること。 ○

イ 実施計画及び要領に関すること。 軽微な
もの

重要な
もの

特に重
要なも
の

(5) その他文化財の保護に関すること。 軽微な
もの

重要な
もの

特に重
要なも
の

15 ユネスコ活動に関すること。 軽微な
もの

重要な
もの

特に重
要なも

の
16 教育に関する法人に関すること。 軽微な

もの
重要な
もの

特に重
要なも

の
17 教育に係る調査及び基幹統計その他の統

計に関すること。
軽微な
もの

重要な
もの

特に重
要なも

の
18 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る

教育行政に関する相談に関すること。
軽微な
もの

重要な
もの

特に重
要なも

の
19 その他市の区域内における教育に関する

事務に関すること。
軽微な
もの

重要な
もの

特に重
要なも
の

2 南島原市教育委員会に対する事務委任規則に基づき教育委員会に委任された事務について、教
育長に委任された事務

番号 項目名
決裁権者

指定
合議先 通知先

課長等 教育次
長 教育長

1 教育委員会の所管に属する公の施設の管
理並びに使用料の徴収及び減額又は免除
に関すること。
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(1) 公の施設の維持及び管理運営に関
す ること。

軽微な
もの

重要な
もの

特に重
要なも
の

(2) 公の施設の使用料の徴収に関する
こ と。

○

(3) 公の施設の使用料の減額又は免除
に関すること。

○

(4) その他公の施設に関すること。 軽微な
もの

重要な
もの

特に重
要なも
の

2 教育委員会の所管に属する行政財産の目
的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減
額又は免除に関すること。

○ 総務部長
管財契

約課長
3 奨学資金の貸付けに関すること。

(1) 奨学資金の借入れの募集に関する
こ と。

○

(2) 奨学資金貸付審議会に関すること。 ○

(3) 奨学資金貸付けの決定に関するこ
と。

○

(4) 奨学資金の貸付けを実行すること。 ○

(5) 奨学資金の償還に関すること。 軽微な
もの

重要な
もの

特に重
要なも

の
(6) その他奨学資金に関すること。 軽微な

もの
重要な
もの

特に重
要なも
の



別表第 2( 第 9条関係)
代決者
1 教育長の事務の代決

決裁者 代決者

教育長 教育次長

2 専決事務の代決

専決者 代決者

教育次長 理事 (文化財課及び世界遺産推進室の分掌事務に
限る。)又は主務課長 (文化財課及び世界遺産推
進室の分掌事務を除く。)

課長等 主務班長
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